
トラック運送業の適正運賃・料金検討会

○自動車局においては、トラック運送事業者の取引環境の改善及び長時間労働の抑制

に取り組むため、平成２７年度、厚生労働省と共同で、荷主も構成員に含めた「トラック

輸送における取引環境・労働時間改善協議会」を設置。

○同協議会における取引環境改善に向けた議論に先立ち、適正運賃・料金収受に関する議論

の論点整理や方向性に関する助言を行うための場として、平成２８年７月に「トラック運送業の

適正運賃・料金検討会」を設置。

検討会を４回開催し、適正な運賃・料金収受に向けた方策を取りまとめ、協議会へ報告。

委員

【学識経験者】
・藤井 聡 京都大学工学部工学研究科教授（座長）
・野尻 俊明 流通経済大学学長
・柳澤 宏輝 弁護士（長島・大野・常松法律事務所）

【行政】
・平嶋 隆司 国土交通省自動車局貨物課長
・川上 泰司 国土交通省総合政策局参事官（物流産業）
・藤枝 茂 厚生労働省労働基準局労働条件政策課長
・伊奈 友子 経済産業省商務・サービスグループ物流企画室長

オブザーバー

【荷主】
・上田 正尚 （一社）日本経済団体連合会産業政策本部長
・栗原 博 日本商工会議所流通・地域振興部長
・黒川 毅 日本機械輸出組合国際貿易円滑化委員会委員長

【トラック運送業】
・坂本 克己 （公社）全日本トラック協会会長
・馬渡 雅敏 （公社）全日本トラック協会副会長

「トラック運送業の適正運賃・料金検討会」委員
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適正な運賃・料金収受に向けた方策について

発地 着地

附帯業務料 附帯業務料

積込料 運賃附帯業務料 附帯業務料

待
機
時
間
料

待
機
時
間
料

○運賃が運送の対価であることを明確化するため、運賃の範囲を明確化する通達を発出。

○適正な運賃・料金を収受するための方策として標準貨物自動車運送約款を以下の通り改正。

①荷送人が運送依頼をする際に作成する運送状等の記載事項について、「待機時間料」、「積込料」、「取卸

料」等の料金の具体例を規定。

②荷待ちに対する対価を「待機時間料」とし、発地又は着地における積込み又は取卸しに対する対価を「積

込料」及び「取卸料」とそれぞれ規定。

③附帯業務の内容に「横持ち」、「縦持ち」、「棚入れ」、「ラベル貼り」及び「はい作業」 を追加。 等

は
い
作
業

車両による
発地→着地
の荷物の移動

積込み 取卸し
荷
待
ち

荷
造
り

出
庫
仕
分
け

検
収
・

検
品

縦横
持持
ち ち

は
い
作
業

棚
入
れ

ラ
ベ
ル
貼
り

等

横縦
持持
ち ち

検
収
・

検
品

入
庫
仕
分
け

荷
待
ち

改
正
後

取卸料

車両留置料車両留置料

運賃

＜運送＞

（※）

（※）はい作業：倉庫等において袋や箱を一定の方法で規則正しく積み上げたり、積み上げられた荷をくずしたりする作業

改
正
前
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標準運送約款の改正に係る周知について
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○各都道府県トラック協会を通じトラック事業者に約款改正に係るリーフレット（別添参照）を配
布。

○各都道府県トラック協会が開催している生産性向上セミナーにおいて、約款改正の概要を説
明するとともにリーフレットを配布。

○各運輸支局が開催している地方協議会において、約款改正の概要を説明するとともにリーフ
レットを配布。

○各運輸支局窓口にリーフレットを備付け。

○各運輸支局から各都道府県の荷主団体に約款改正の概要を説明するとともにリーフレットを
配布。

○各運輸支局が開催している地方協議会において、農林水産省が委員になっていない協議会
においては、地方農政局にも協議会への参画を依頼する。

○経済産業省及び農林水産省より提供いただいた荷主団体等リストに基づき、全日本トラック
協会から案内文及びリーフレットを送付。

トラック事業者に周知を図るための方策

荷主に周知を図るための方策



平成29年11月4日よりトラック運送における

標準貨物自動車運送約款等の改正概要
❶ 「運賃」と「料金」の区別を明確化します

❷ 「待機時間料」を新たに規定します

❸ 附帯業務の内容をより明確化します
附帯業務の内容に「棚入れ」、

「ラベル貼り」等※を追加します。

荷主都合による
荷待ち時間の対価を

「待機時間料」とします。

運賃が運送の対価であることを明確化します。

※その他追加する附帯業務：「横持ち」、「縦持ち」、
　「はい作業（倉庫等において箱等を一定の方法で
　規則正しく積み上げたり崩したりする作業）」

標準貨物自動車運送約款とは？

都道府県トラック協会

国土交通省が制定するトラック事業者と荷主の契約書のひな形です。

運賃・料金の収受ルールが変わります。運賃・料金の収受ルールが変わります。

荷待ち時間が
発生した場合には
待機時間料が
かかります

改
正
後

料　金（運送以外の役務等の対価）運　賃（運送の対価のみ）
附 帯 業 務 積込み・取卸し 荷待ち時間運　　　送

わかりました

今後は荷待ち時間が
発生しないよう
努力します

＋

改
正
前

運　賃（範囲が不明確）
附　帯　業　務 積込み・取卸し 荷待ち時間運　　　送



トラック事業者が行うべきこと

運賃・料金表の変更届出を行う
▶「積込料」「取卸料」「待機時間料」を新たに設定する必要があります。

新標準約款を営業所に掲示する
▶約款を掲示していない場合、罰則の対象となります。

荷主に行っていただきたいこと

運送以外の役務等が生じる場合はトラック事業者に
その対価となる料金を支払う。
▶運送状に記載がない作業や荷待ち時間が発生した場合においても
　料金を支払う必要があります。

都道府県トラック協会

または、全日本トラック協会、お近くの都道府県トラック協会へお問い合わせください。

運送状に「運賃」と「料金」を区別して記載する。
▶運賃とは別に積込み・取卸し、附帯業務の料金を記載する必要が
　あります。

北海道運輸局貨物課 ☎ 011-290-2743
東北運輸局貨物課 ☎ 022-791-7531
関東運輸局貨物課 ☎ 045-211-7248
北陸信越運輸局貨物課 ☎ 025-285-9154
中部運輸局貨物課 ☎ 052-952-8037
近畿運輸局貨物課 ☎ 06-6949-6447

中国運輸局貨物課 ☎ 082-228-3438
四国運輸局貨物課
　（平成29年11月19 日まで） ☎ 087-835-6365
　（平成29年11月20 日～） ☎ 087-802-6773
九州運輸局貨物課 ☎ 092-472-2528
沖縄総合事務局陸上交通課 ☎ 098-866-1836

問 合 せ 先

国土交通省貨物課 ☎ 03-5253-8575



国 自 貨 第 ５ ９ 号

平成２９年８月４日

各地方運輸局自動車交通部長

沖縄総合事務局運輸部長 殿

（単名各通）

自動車局貨物課長

（公印省略）

一般貨物自動車運送事業等における運賃及び料金について

一般貨物自動車運送事業（宅配便、引越輸送及び霊柩運送を除く。）及び特定貨物自動

車運送事業並びに貨物軽自動車運送事業（以下「貨物運送事業」という。）における運賃

及び料金の届出については、「貨物自動車運送事業報告規則に基づく運賃及び料金届出書

の取扱要領について」（平成15年２月14日付け国自貨第85号）に基づき取扱ってきたとこ

ろであるが、今般、取引条件の適正化の必要性の高まりを受けて、貨物運送事業における

運賃及び料金の定義を下記のとおり定めたので、了知されたい。

記

１．運賃

貨物運送事業における「運賃」とは、貨物の場所的移動に対する対価をいう。なお、

貨物の積付けであって、シート、ロープなど通常貨物運送事業を行う者（以下「貨物運

送事業者」という。）が備えている積付用品による作業への対価を含むものとする。

２．料金

貨物運送事業における「料金」とは、（１）及び（２）のとおりとする。

（１）貨物運送事業者が受託する運送以外の役務に対する対価であって以下①～③に掲

げるもの。

①積込料又は取卸料

貨物の発地又は着地において、荷送人又は荷受人の依頼により、貨物運送事業

者が行う貨物の車両への積込み又は車両からの取卸し（貨物の積付けであって、

シート、ロープなど通常貨物運送事業者が備えている積付用品による作業を除

く。）に対する対価

②待機時間料

車両が貨物の発地又は着地に到着後、荷送人又は荷受人の責により貨物運送事

業者が待機した時間（荷送人又は荷受人が貨物の積込み若しくは取卸し又は附帯

業務を行う場合における待機した時間を含む。）に対する対価

③附帯業務料

4



荷送人又は荷受人の依頼により、貨物運送事業者が行う品代金の取立て、荷掛

金の立替え、貨物の荷造り、仕分、保管、検収及び検品、横持ち及び縦持ち、棚

入れ、ラベル貼り、はい作業その他の貨物運送事業に附帯して一定の時間、技能、

機器等を必要とする業務に対する対価

（２）深夜・早朝配送等の特別な費用が発生する輸送により増加する費用を賄うために

収受するためのもの。

附 則

この通達は、平成２９年１１月４日から施行する。
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国 自 貨 第 ６ ０ 号

平成２９年８月４日

各地方運輸局運輸局自動車交通部長

沖縄総合事務局運輸部長 殿

（単名各通）

自動車局貨物課長

（公印省略）

トラック運送業における適正な運賃・料金の収受に向けた取組の推進について

トラック運送業における適正運賃・料金収受等の取引環境の改善に取り組むた

め、平成２７年度に厚生労働省と共同で設置した「トラック輸送における取引環

境・労働時間改善協議会」の下に、「トラック運送業の適正運賃・料金検討会」を

平成２８年７月に設置し、適正な運賃・料金収受に向けた方策等について検討を

進めてきたところである。

当該検討会において、約３割の事業者が附帯業務料、車両留置料等が十分に収受

できていない等の状況を踏まえ、適正な運賃・料金の収受のため運賃と料金の範

囲を明確化し、運賃とは別建てで料金を収受できる環境を整備する必要があると

された。

今般、適正な運賃・料金の収受に向け、標準貨物自動車運送約款（平成２年運輸

省告示第５７５号）及び標準貨物軽自動車運送約款（平成１５年国土交通省告示

第１７１号）の一部を改正するとともに、「一般貨物自動車運送事業における運賃

及び料金について」通達を発出し、併せて「トラック運送業における書面化推進

ガイドライン」及び「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドラ

イン」の一部を改正することとする。

ついては、貴局においても、適正運賃・料金収受の取組が推進されるよう、貴局

管下業界団体及び事業者に対し周知徹底されたい。

なお、別添のとおり、公益社団法人全日本トラック協会会長あてに通知したので

申し添える。
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国 自 貨 第 ６ １ 号

平成２９年８月４日

経済産業省商務・サービスグループ物流企画室長

伊奈 友子 殿

国土交通省自動車局貨物課長

平嶋 隆司

トラック運送業の取引条件の改善に向けた荷主企業等への協力要請について

トラック運送業における適正運賃・料金収受等の取引環境の改善に取り組むた

め、平成２７年度に厚生労働省と共同で設置した「トラック輸送における取引環

境・労働時間改善協議会」の下に、「トラック運送業の適正運賃・料金検討会」を

平成２８年７月に設置し、適正な運賃・料金収受に向けた方策等について検討を

進めてきたところです。

当該検討会において、約３割の事業者が附帯業務料、車両留置料等が十分に収受

できていない等の状況を踏まえ、適正な運賃・料金の収受のため運賃と料金の範

囲を明確化し、運賃とは別建てで料金を収受できる環境を整備する必要があると

されたところです。

今般、適正な運賃・料金の収受に向け、標準貨物自動車運送約款（平成２年運輸

省告示第５７５号）及び標準貨物軽自動車運送約款（平成１５年国土交通省告示

第１７１号）の一部を改正するとともに、「一般貨物自動車運送事業における運賃

及び料金について」通達を発出し、併せて「トラック運送業における書面化推進

ガイドライン」及び「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドラ

イン」の一部を改正することとしました。

つきましては、貴省所管の荷主団体を通じて、着荷主を含む荷主企業等に対し、

周知をいただくとともに、トラック事業者の取引条件の改善に向けた協力の働き

かけをいただけますよう、よろしくお願いいたします。
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、
品
質
及
び
重
量
又
は
容
積
並
び
に
そ
の
荷
造
り
の
種
類
及
び

一

貨
物
の
品
名
、
品
質
及
び
重
量
又
は
容
積
並
び
に
そ
の
荷
造
り
の
種
類
及
び

個
数

個
数

二

集
貨
先
及
び
配
達
先
又
は
発
送
地
及
び
到
達
地
（
団
地
、
ア
パ
ー
ト
そ
の
他

二

集
貨
先
及
び
配
達
先
又
は
発
送
地
及
び
到
達
地
（
団
地
、
ア
パ
ー
ト
そ
の
他

高
層
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
電
話
番
号
を
含
む
。
）

高
層
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
電
話
番
号
を
含
む
。
）

三

運
送
の
扱
種
別

三

運
送
の
扱
種
別

1

資料6-2

mutoh-h2x5
四角形
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四

運
賃
、
料
金
（
第
三
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
積
込
料
及
び
取
卸
料
、
第
三

四

運
賃
、
料
金
、
燃
料
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
、
有
料
道
路
利
用
料
、
立
替
金
そ
の
他

十
三
条
の
三
に
規
定
す
る
待
機
時
間
料
、
第
六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
附
帯

の
費
用
（
以
下
「
運
賃
、
料
金
等
」
と
い
う
。
）
の
額
そ
の
他
そ
の
支
払
に
関

業
務
料
等
を
い
う
。
）
、
燃
料
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
、
有
料
道
路
利
用
料
、
立
替
金

す
る
事
項

そ
の
他
の
費
用
（
以
下
「
運
賃
、
料
金
等
」
と
い
う
。
）
の
額
そ
の
他
そ
の
支

払
に
関
す
る
事
項

五

荷
送
人
及
び
荷
受
人
の
氏
名
又
は
商
号
並
び
に
住
所
及
び
電
話
番
号

五

荷
送
人
及
び
荷
受
人
の
氏
名
又
は
商
号
並
び
に
住
所
及
び
電
話
番
号

六

運
送
状
の
作
成
地
及
び
そ
の
作
成
の
年
月
日

六

運
送
状
の
作
成
地
及
び
そ
の
作
成
の
年
月
日

七

高
価
品
に
つ
い
て
は
、
貨
物
の
種
類
及
び
価
額

七

高
価
品
に
つ
い
て
は
、
貨
物
の
種
類
及
び
価
額

八

貨
物
の
積
込
み
又
は
取
卸
し
を
委
託
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

（
新
設
）

九

第
六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
附
帯
業
務
を
委
託
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

八

品
代
金
の
取
立
て
を
委
託
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

十

運
送
保
険
に
付
す
る
こ
と
を
委
託
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

九

運
送
保
険
に
付
す
る
こ
と
を
委
託
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

十
一

そ
の
他
そ
の
貨
物
の
運
送
に
関
し
必
要
な
事
項

十

そ
の
他
そ
の
貨
物
の
運
送
に
関
し
必
要
な
事
項

２

荷
送
人
は
、
当
店
が
前
項
の
運
送
状
の
提
出
の
必
要
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は

２

荷
送
人
は
、
当
店
が
前
項
の
運
送
状
の
提
出
の
必
要
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は

、
当
店
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

、
当
店
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

第
九
条
～
第
十
六
条
（
略
）

第
九
条
～
第
十
六
条
（
略
）

第
三
節

積
付
け
、
積
込
み
又
は
取
卸
し

第
三
節

積
込
み
又
は
取
卸
し

（
積
付
け
、
積
込
み
又
は
取
卸
し
）

（
積
込
み
又
は
取
卸
し
）

第
十
七
条

貨
物
の
積
付
け
は
、
当
店
の
責
任
に
お
い
て
こ
れ
を
行
い
ま
す
。

第
十
七
条

貨
物
の
積
込
み
又
は
取
卸
し
は
、
当
店
の
責
任
に
お
い
て
こ
れ
を
行
い

ま
す
。

２

当
店
は
、
貨
物
の
積
込
み
又
は
取
卸
し
を
引
き
受
け
た
場
合
に
は
、
当
店
の
責

（
新
設
）

任
に
お
い
て
こ
れ
を
行
い
ま
す
。

３

シ
ー
ト
、
ロ
ー
プ
、
建
木
、
台
木
、
充
て
ん
物
そ
の
他
の
積
付
用
品
は
、
通
常

２

シ
ー
ト
、
ロ
ー
プ
、
建
木
、
台
木
、
充
て
ん
物
そ
の
他
の
積
付
用
品
は
、
通
常

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
が
備
え
て
い
る
も
の
を
除
き
、
荷
送
人
又
は
荷
受
人
の

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
が
備
え
て
い
る
も
の
を
除
き
、
荷
送
人
又
は
荷
受
人
の

負
担
と
し
ま
す
。

負
担
と
し
ま
す
。

第
四
節
～
第
六
節
（
略
）

第
四
節
～
第
六
節
（
略
）

第
七
節

運
賃
及
び
料
金

第
七
節

運
賃
及
び
料
金

2
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第
三
十
二
条
・
第
三
十
三
条
（
略
）

第
三
十
二
条
・
第
三
十
三
条
（
略
）

（
積
込
料
又
は
取
卸
料
）

（
新
設
）

第
三
十
三
条
の
二

当
店
は
、
貨
物
の
積
込
み
又
は
取
卸
し
を
引
き
受
け
た
場
合
に

は
、
当
店
が
別
に
定
め
る
料
金
又
は
実
際
に
要
し
た
費
用
を
収
受
し
ま
す
。

（
待
機
時
間
料
）

（
車
両
留
置
料
）

第
三
十
三
条
の
三

当
店
は
、
車
両
が
貨
物
の
発
地
又
は
着
地
に
到
着
後
、
荷
送
人

第
三
十
三
条
の
二

当
店
は
、
車
両
が
貨
物
の
発
地
又
は
着
地
に
到
着
後
、
荷
送
人

又
は
荷
受
人
の
責
に
よ
り
待
機
し
た
時
間
（
荷
送
人
又
は
荷
受
人
が
貨
物
の
積
込

又
は
荷
受
人
の
責
に
よ
り
留
置
さ
れ
た
時
間
（
貨
物
の
積
込
み
又
は
取
卸
し
の
時

み
若
し
く
は
取
卸
し
又
は
第
六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
附
帯
業
務
を
行
う
場
合

間
を
含
む
。
）
に
応
じ
て
、
当
店
が
別
に
定
め
る
車
両
留
置
料
を
収
受
し
ま
す
。

に
お
け
る
待
機
し
た
時
間
を
含
む
。
）
に
応
じ
て
、
当
店
が
別
に
定
め
る
料
金
を

収
受
し
ま
す
。

第
三
十
四
条
～
第
三
十
七
条
（
略
）

第
三
十
四
条
～
第
三
十
七
条
（
略
）

第
八
節
・
第
九
節
（
略
）

第
八
節
・
第
九
節
（
略
）

第
三
章

附
帯
業
務

第
三
章

附
帯
業
務

（
附
帯
業
務
及
び
附
帯
業
務
料
）

（
附
帯
業
務
）

第
六
十
条

当
店
は
、
品
代
金
の
取
立
て
、
荷
掛
金
の
立
替
え
、
貨
物
の
荷
造
り
、

第
六
十
条

当
店
は
、
品
代
金
の
取
立
て
、
荷
掛
金
の
立
替
え
、
貨
物
の
荷
造
り
、

仕
分
、
保
管
、
検
収
及
び
検
品
、
横
持
ち
及
び
縦
持
ち
、
棚
入
れ
、
ラ
ベ
ル
貼
り

仕
分
、
保
管
、
検
収
及
び
検
品
そ
の
他
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
に
附
帯
し
て
一
定

、
は
い
作
業
そ
の
他
の
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
に
附
帯
し
て
一
定
の
時
間
、
技
能

の
時
間
、
技
能
、
機
器
等
を
必
要
と
す
る
業
務
（
以
下
「
附
帯
業
務
」
と
い
う
。

、
機
器
等
を
必
要
と
す
る
業
務
（
以
下
「
附
帯
業
務
」
と
い
う
。
）
を
引
き
受
け

）
を
引
き
受
け
た
場
合
に
は
、
当
店
が
別
に
定
め
る
料
金
又
は
実
際
に
要
し
た
費

た
場
合
に
は
、
当
店
が
別
に
定
め
る
料
金
又
は
実
際
に
要
し
た
費
用
を
収
受
し
、

用
を
収
受
し
ま
す
。

当
店
の
責
任
に
お
い
て
こ
れ
を
行
い
ま
す
。

２

附
帯
業
務
に
つ
い
て
は
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
性
質
の
許
す
限

２

附
帯
業
務
に
つ
い
て
は
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
性
質
の
許
す
限

り
、
第
二
章
の
規
定
を
準
用
し
ま
す
。

り
、
第
二
章
の
規
定
を
準
用
し
ま
す
。

第
六
十
一
条
・
第
六
十
二
条
（
略
）

第
六
十
一
条
・
第
六
十
二
条
（
略
）

3
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2

１．調査の目的

本調査は、トラック運送業における運賃・料金に関する実態を把握し、「トラック運送業の適正運賃・料
金検討会」にて適正運賃・料金収受に向けた方策を検討することを目的として、調査するものである。

２．調査の対象

本調査は、全国のトラック運送事業者１,７７６者（郵送法及びメール依頼）を対象に実施された。

３．調査実施期間

調査期間は、平成２８年１２月末～１月３１日である。

４．調査実施方法

本調査は、紙による郵送依頼、メール依頼により、書面返送またはインターネット画面にアクセスする方
法にて実施された。

５．回収数（H29.2.9現在）

回収数は５４５事業者であり、回収率は３０．７％である。

Ⅰ．調査概要

６．分析の留意点

質問は、無回答を除いて集計している。百分比は、小数点第2位で四捨五入して、小数点第1位までを表示
している。四捨五入しているため、合計値が100％を前後することがある。



3

Ⅱ．回答事業者の概要



4

Ⅱ．回答事業者の概要
１．所在地、保有車両数

【対象者：全員】
Ｑ１：貴社の所在地をご回答ください。
Ｑ２：貴社が保有するトラック運送事業用自動車（うち軽自動車を除く）の保有車両数をお答えください。

Ｑ１ 事業所所在地 Ｑ２ 保有車両数

9.6 8.9 29.2 6.3 10.9 10.3 8.9 5.9 10.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=542)

北海道 東北 関東

北陸信越 中部 近畿

中国 四国 九州・沖縄

15.4 21.9 13.0 18.6 16.3 11.3 3.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=539)

10両以下 11～20両 21～30両 31～50両
51～100両 101～300両 301両以上
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【対象者：全員】
Ｑ３：貴社が実運送で取り扱っている輸送品目について、該当する品目を全て選択してください。

Ｑ３ 輸送品目

Ⅱ．回答事業者の概要
２．輸送品目

44.6

43.1

41.1

32.3

31.6

29.5

24.6

20.9

18.3

18.3

11.2

8.6

25.7

0% 20% 40% 60%

建設資材

機械・機械部品

食料品

日用品

金属・金属製品

農産物

紙・パルプ

化学品

木材

石油製品

繊維工業品

水産物

その他

(複数回答，n=545)
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【対象者：全員】
Ｑ４：貴社の実運送の売上高の一番高い輸送品目、及びその具体的な品名をご記入ください。

Ｑ４ 売上高の一番高い輸送品目及び品名

Ⅱ．回答事業者の概要
３．売上高の一番高い輸送品目について

15.8

15.8

14.5

9.1

7.2

6.7

6.5

5.8

5.6

2.0

1.9

1.3

7.8

0% 5% 10% 15% 20%

建設資材

機械・機械部品

食料品

農産物

日用品

金属・金属製品

紙・パルプ

石油製品

化学品

木材

繊維工業品

水産物

その他

(単回答,n=538)
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Ⅱ．回答事業者の概要
４．売上高の一番高い輸送品目について

【対象者：全員】
Ｑ５：貴社の実運送の売上高の一番高い輸送品目の売上げは、実運送全体の売上げのどの位の割合ですか。

Ｑ５ 売上高全体に占める割合

0.9 15.2 25.7 22.7 25.5 9.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=533)

1割未満 1割以上3割未満 3割以上5割未満
5割以上7割未満 7割以上10割未満 10割
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Ⅲ．取引状況
（実運送の売上高が一番高い輸送品目）
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【対象者：全員】
Ｑ６：売上高が一番高い輸送品目についてお聞きします。貴社への主な運送委託者の属性は何ですか。（単回答）
Ｑ７：貴社の取引の主な立場について、お答え下さい。（単回答）

Ｑ６ 主な運送委託者

Ⅲ．取引状況（実運送の売上高が一番高い輸送品目）
１．主な運送委託者の属性、取引上の立場

Ｑ７ 取引上の主な立場

53.0

32.5

2.0

0.2

0.2

8.9

1.3

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

真荷主からの委託を受けている

【一般】貨物自動車運送事業者

【特積み】貨物自動車運送事業者

【特定】貨物自動車運送事業者

貨物軽自動車運送事業者

利用運送事業者（物流子会社）

利用運送事業者（いわゆる水屋）

その他

(単回答,n=542)

61.8

31.4

6.3

0.2

0.0

0.0

0.0

0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自社が元請事業者として請けている

１次下請け

２次下請け

３次下請け

４次下請け

５次下請け

６次下請け以降

把握していない

(単回答,n=542)
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【対象者：全員】
Ｑ８：取引先と契約している運賃体系について、主に適用しているものをお答えください。（単回答）
【対象者：上記設問で「個建て運賃」を選択した回答者】
Ｑ９：個建ての種類は何ですか。 （単回答）

Ｑ８ 契約している運賃体系

Ⅲ．取引状況（実運送の売上高が一番高い輸送品目）
２．取引先と契約している運賃体系

Ｑ９ 個建ての種類

49.4 10.5 29.6 2.4 8.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=541)

貸切（距離制運賃） 貸切（時間制運賃）
個建て運賃 特別積合せ運賃
その他

61.1 14.0 3.8

1.9

19.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=157)

重量 容積 カゴ建て パレット建て その他
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【対象者：全員】
Ｑ10：燃油サーチャージの費用の収受についてお答えください。（複数回答）
【対象者：上記設問で「十分には収受できていない」と回答した回答者】
Ｑ11：収受できているのは何割程度ですか。 （単回答）
Ｑ12：燃油サーチャージは運送契約書に記載していますか。 （単回答）

Ｑ10 費用収受の状況

Ⅲ．取引状況（実運送の売上高が一番高い輸送品目）
３．費用収受① 燃油サーチャージ

Ｑ11 収受できている割合 Ｑ12 運送契約書への記載

28.3

10.3

34.3

30.5

0% 20% 40% 60%

運賃に含む形で収受

運賃とは別立てで収受

十分には収受できていない

該当なし

(複数回答，n=545)

69.4 2.8 20.0 3.32.8

1.1 0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=180)

0割 1割未満 1割以上3割未満
3割以上5割未満 5割以上7割未満 7割以上10割未満
10割

8.8 81.2 8.31.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=181)

記載している
記載していない
運送契約書とは別に契約している
その他
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【対象者：全員】
Ｑ13：車両留置料の費用の収受についてお答えください。 （複数回答）
【対象者：上記設問で「十分には収受できていない」と回答した回答者】
Ｑ14：収受できているのは何割程度ですか。（単回答）
Ｑ15：車両留置料は運送契約書に記載していますか。（単回答）

Ｑ13 費用収受の状況

Ⅲ．取引状況（実運送の売上高が一番高い輸送品目）
３．費用収受② 車両留置料（手待ち時間料金）

Ｑ14 収受できている割合 Ｑ15 運送契約書への記載

25.0

8.6

28.1

39.1

0% 20% 40% 60%

運賃に含む形で収受

運賃とは別立てで収受

十分には収受できていない

該当なし

(複数回答，n=545)

67.8 1.4 21.7 4.22.1

0.7

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=143)

0割 1割未満 1割以上3割未満
3割以上5割未満 5割以上7割未満 7割以上10割未満
10割

9.9 88.7 1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=141)

記載している 記載していない その他
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【対象者：全員】
Ｑ16：付帯業務料の費用の収受についてお答えください。 （複数回答）
【対象者：上記設問で「十分には収受できていない」と回答した回答者】
Ｑ17：収受できているのは何割程度ですか。（単回答）
Ｑ18：付帯業務料は運送契約書に記載していますか。（単回答）

Ｑ16 費用収受の状況

Ⅲ．取引状況（実運送の売上高が一番高い輸送品目）
３．費用収受③ 付帯業務料（仕分け、検品、横持ち等）

Ｑ17 収受できている割合 Ｑ18 運送契約書への記載

27.3

15.6

20.4

38.0

0% 20% 40% 60%

運賃に含む形で収受

運賃とは別立てで収受

十分には収受できていない

該当なし

(複数回答，n=545)

58.3 1.9 24.1 5.6

1.9

6.51.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=108)

0割 1割未満 1割以上3割未満
3割以上5割未満 5割以上7割未満 7割以上10割未満
10割

10.7 85.4 3.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=103)

記載している 記載していない その他
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【対象者：全員】
Ｑ19：積込・取卸料の費用の収受についてお答えください。 （複数回答）
【対象者：上記設問で「十分には収受できていない」と回答した回答者】
Ｑ20：収受できているのは何割程度ですか。（単回答）
Ｑ21：積込・取卸料は運送契約書に記載していますか。（単回答）

Ｑ19 費用収受の状況

Ⅲ．取引状況（実運送の売上高が一番高い輸送品目）
３．費用収受④ 積込・取卸料

Ｑ20 収受できている割合 Ｑ21 運送契約書への記載

43.5

6.4

20.6

30.1

0% 20% 40% 60%

運賃に含む形で収受

運賃とは別立てで収受

十分には収受できていない

該当なし

(複数回答，n=545)

66.7 1.9 18.1 2.9
1.0

5.73.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=105)

0割 1割未満 1割以上3割未満
3割以上5割未満 5割以上7割未満 7割以上10割未満
10割

15.0 82.0 3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=100)

記載している 記載していない その他
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【対象者：全員】
Ｑ22：通行料の費用の収受についてお答えください。（複数回答）
【対象者：上記設問で「十分には収受できていない」と回答した回答者】
Ｑ23：収受できているのは何割程度ですか。（単回答）
Ｑ24：通行料は運送契約書に記載していますか。（単回答）

Ｑ22費用収受の状況

Ⅲ．取引状況（実運送の売上高が一番高い輸送品目）
３．費用収受⑤ 通行料（高速道路利用料等）

Ｑ23 収受できている割合 Ｑ24 運送契約書への記載

29.2

39.6

20.6

15.6

0% 20% 40% 60%

運賃に含む形で収受

運賃とは別立てで収受

十分には収受できていない

該当なし

(複数回答，n=545)

34.6 0.9 36.4 11.2 8.4 6.51.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=107)

0割 1割未満 1割以上3割未満
3割以上5割未満 5割以上7割未満 7割以上10割未満
10割

25.5 74.5 0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=98)

記載している 記載していない その他



15.2

5.0

10.8

68.3

0% 20% 40% 60% 80%

運賃に含む形で収受

運賃とは別立てで収受

十分には収受できていない

該当なし

(複数回答，n=545)
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【対象者：全員】
Ｑ25：通行料の費用の収受についてお答えください。（複数回答）
【対象者：上記設問で「十分には収受できていない」と回答した回答者】
Ｑ26：収受できているのは何割程度ですか。（単回答）
Ｑ27：通行料は運送契約書に記載していますか。（単回答）

Ｑ25 費用収受の状況

Ⅲ．取引状況（実運送の売上高が一番高い輸送品目）
３．費用収受⑥ 特種品目費（貴重品、危険品、特殊品等）

Ｑ26 収受できている割合 Ｑ27 運送契約書への記載

70.9 1.8 14.5
3.6

3.65.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=55)

0割 1割未満 1割以上3割未満
3割以上5割未満 5割以上7割未満 7割以上10割未満
10割

12.2 83.7 4.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=49)

記載している 記載していない その他



27.2

18.9

27.0

27.5

0% 20% 40% 60%

運賃に含む形で収受

運賃とは別立てで収受

十分には収受できていない

該当なし

(複数回答，n=545)
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【対象者：全員】
Ｑ28；：割増料金の費用の収受についてお答えください。（複数回答）
【対象者：上記設問で「十分には収受できていない」と回答した回答者】
Ｑ29：収受できているのは何割程度ですか。（単回答）
Ｑ30：割増料金は運送契約書に記載していますか。（単回答）

Ｑ28 費用収受の状況

Ⅲ．取引状況（実運送の売上高が一番高い輸送品目）
３．費用収受⑦ 割増料金（休日・深夜早朝割増、冬期割増等）

Ｑ29 収受できている割合 Ｑ30 運送契約書への記載

51.4 1.4 24.6 8.7 5.8 5.12.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=138)

0割 1割未満 1割以上3割未満
3割以上5割未満 5割以上7割未満 7割以上10割未満
10割

23.3 72.1 4.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=129)

記載している 記載していない その他
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【対象者：全員】
Ｑ31：その他の費用の収受についてお答えください。（複数回答）
【対象者：上記設問で「十分には収受できていない」と回答した回答者】
Ｑ32：収受できているのは何割程度ですか。（単回答）
Ｑ33：その他費用は運送契約書に記載していますか。（単回答）

Ｑ31 費用収受の状況

Ⅲ．取引状況（実運送の売上高が一番高い輸送品目）
３．費用収受⑧ その他費用

Ｑ32 収受できている割合 Ｑ33 運送契約書への記載

8.4

5.1

5.0

69.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

運賃に含む形で収受

運賃とは別立てで収受

十分には収受できていない

該当なし

(複数回答，n=545)

61.9 23.8 14.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=21)

0割 1割未満 1割以上3割未満
3割以上5割未満 5割以上7割未満 7割以上10割未満
10割

9.5 90.5 0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=21)

記載している 記載していない その他
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【対象者：全員】
Ｑ34：取引先と運賃･料金を決める主な方法について選択してください。（単回答）
【対象者：上記設問で「過去に国が示していた運賃・料金表（タリフ）」と回答した回答者】
Ｑ35：ベースとしている運賃・料金表を選択してください。（単回答）

Ｑ34 運賃・料金の決定方法

Ⅲ．取引状況（実運送の売上高が一番高い輸送品目）
４．運賃・料金の決定方法

Ｑ35 ベースとしている運賃・料金表

39.1

25.6

25.2

7.0

1.5

1.7

0% 20% 40% 60%

取引先が提示する運賃・料金をベースに決定

貸切（距離制運賃）原価計算に基づいた運

賃・料金をベースに決定

過去の運賃・料金水準に基づき決定

過去に国が示していた運賃・料金表（タリフ）を

ベースに決定

他社の運賃・料金を元に決定

その他

(単回答,n=540)

33.3

30.6

19.4

16.7

0% 20% 40% 60%

平成２年認可運賃・料金表

平成２年以前の認可運賃・料金表

平成１１年運賃・料金表

（平成２年運賃の上下20%を上限・下限と示したもの）

平成９年運賃・料金表

（平成２年運賃の上下10%を上限・下限と示したもの）

(単回答,n=36)
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【対象者：全員】
Ｑ36：最近、運賃の変更（値上げ・値下げ）がありましたか。（単回答）
【対象者：上記設問で「値上げした」と回答した回答者】
Ｑ37：値上げした時期（単回答）と、値上げした理由についてお答えください。（複数回答）

Ⅲ．取引状況（実運送の売上高が一番高い輸送品目）
５．運賃の変更、値上げについて

Ｑ36 運賃の変更

Ｑ37 値上げした時期 Ｑ37 値上げした理由

26.9 10.6 62.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=539)

値上げした 値下げされた 特に変更はない

4.3 2.1 32.9 60.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=140)

平成20年以前 平成21年～23年
平成24年～26年 平成27年以降

88.4

11.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

当社側から要請したため

その他

（複数回答,n=138）

（次項Ｑ３８参照）
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Ⅲ．取引状況（実運送の売上高が一番高い輸送品目）
６．値下げについて

【対象者：上記設問で「値下した」と回答した回答者】
Ｑ38：値下げした時期と、値下げした理由についてお答えください。（単回答）
【対象者：上記設問で「取引先から要請されたため」と回答した回答者】
Ｑ39：要請された理由は何ですか。（複数回答）

Ｑ38 値下げした時期 Ｑ38 値下げの理由

Ｑ39 値下げを要請された理由

3.8

1.9

15.1 79.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=53)

平成20年以前 平成21年～23年
平成24年～26年 平成27年以降

100.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=52)

取引先から要請されたため その他

48.1

28.8

30.8

0% 20% 40% 60%

一方的に○％削減と言われたため

燃料価格が下がっているため

その他

（複数回答,n=52）
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Ⅲ．取引状況（実運送の売上高が一番高い輸送品目）
７．契約書面の取り交わし

【対象者：全員】
Ｑ40：取引先（運行委託者）とは、書面で契約を取り交わしていますか。（単回答）

Ｑ40 書面の取り交わしの有無

75.1 10.0 12.4 2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=542)

原則として書面で契約を取り交わしている

原則として口頭契約のみ

書面による契約と口頭契約の場合がある

その他

次項Q41参照
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Ⅲ．取引状況（実運送の売上高が一番高い輸送品目）
９．書面契約の実現

【対象者：「書面契約を取り交わしている」、あるいは「書面による契約と口頭契約がある」と回答した回答者】
Q41：書面による契約をどのように実現しましたか。（複数回答）
【対象者：上記設問で「取引先に書面化の必要性を説明した」と回答した回答者】
Q42：具体的に何を説明しましたか。（複数回答）

Q41 書面契約の実現

Q42 説明した内容

36.7

0.8

61.5

5.7

0% 20% 40% 60% 80%

取引先に対し、契約の書面化の

必要性を説明した

「書面化推進セミナー」等に荷主にも

参加してもらった

取引先から書面による契約を

求められた

その他

(複数回答，n=488)

80.4

72.6

27.9

17.3

11.7

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

運賃・料金の支払い・収受のトラブルの防止

契約書がないと責任の範囲があいまいになる

運転者の過労運転・過積載運行等違反行為の防止

契約にない手待ち時間の発生・附帯作業の防止

国が作成した「書面化ガイドライン」により説明

その他

(複数回答，n=179)
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Ⅳ．料金・運賃収受「全般」



26.5 54.2 19.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=539)

「十分、対策できる」だけの「支払い」をもらっている

「最低限の対策」ができるだけの「支払い」しかもらってない

今の「支払い」では、最低限の対策すらできていない

25

Ⅳ．料金・運賃収受「全般」
１．取引先からの費用収受 ①安全対策費

【対象者：全員】
Ｑ43：安全対策費を十分にまかなえるだけの、十分な「支払い」を、取引先から頂いていると思いますか。（単回答）
【対象者：上記設問で「最低限の対策ができるだけの支払いしかもらっていない」、「今の支払いでは最低限の対策すらできていない」と回答した回答者】
Ｑ44：具体的に何が出来なくなっていますか。（複数回答）

Ｑ43 取引先からの収受状況

Ｑ44 出来なくなっている事項

71.5

30.3

24.0

7.1

6.1

12.6

0% 20% 40% 60% 80%

「車両等」への「設備投資」

ドライバーの「安全教育」

仮眠施設等への「設備投資」

ドライバーの「社会保険・労働保険等」加入

従業員の「健康診断」

その他

(複数回答，n=396)
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Ⅳ．料金・運賃収受「全般」
１．取引先からの費用収受 ②環境対策費

【対象者：全員】
Ｑ45：環境対策費を十分にまかなえるだけの、十分な「支払い」を、取引先から頂いていると思いますか。（単回答）
【対象者：上記設問で「最低限の対策ができるだけの支払いしかもらっていない」、「今の支払いでは最低限の対策すらできていない」と回答した回答者】
Ｑ46：具体的に何が出来なくなっていますか。（複数回答）

Ｑ45 取引先からの収受状況

Ｑ46 出来なくなっている事項

73.5

25.8

7.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「環境対応車」への代替

ドライバーへの「エコドライブ等の教育」

その他

(複数回答，n=400)

25.2 53.3 21.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=535)

「十分、対策できる」だけの「支払い」をもらっている

「最低限の対策」ができるだけの「支払い」しかもらってない

今の「支払い」では、最低限の対策すらできていない
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Ⅳ．料金・運賃収受「全般」
１．取引先からの費用収受 ③人件費

【対象者：全員】
Ｑ47：人件費を十分にまかなえるだけの、十分な「支払い」を、取引先から頂いていると思いますか。（単回答）
【対象者：上記設問で「最低限の対策ができるだけの支払いしかもらっていない」、「今の支払いでは最低限の対策すらできていない」と回答した回答者】
Ｑ48：具体的に何が出来なくなっていますか。（複数回答）

Ｑ47 取引先からの収受状況

Ｑ48 出来なくなっている事項

22.3 59.1 18.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=530)

「十分、対策できる」だけの「支払い」をもらっている

「最低限の対策」ができるだけの「支払い」しかもらってない

今の「支払い」では、最低限の対策すらできていない

69.4

49.3

38.8

5.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

従業員の賃金アップ

新たなドライバーが雇えない

従業員の雇用の維持が困難

その他

(複数回答，n=412)



28

Ⅳ．料金・運賃収受「全般」
２．効果的な運賃・料金収受方法

【対象者：全員】
Ｑ49：「十分な運賃・料金の収受」のために、次の方法はどれくらい効果的だと思いますか。（単回答）

Ｑ49 効果的な収受方法

20.8

17.2

16.2

35.3

29.9

13.1

12.1

14.6

20.9

22.1

30.6

38.7

16.0

13.6

19.7

38.3

32.6

30.5

33.6

41.9

35.0

32.6

32.1

40.4

30.7

35.1

36.3

36.7

32.5

5.8

28.9

29.4

29.2

19.0

21.4

36.2

38.0

29.1

25.3

21.1

23.8

18.9

31.4

34.4

16.8

10.7

16.9

18.1

6.3

6.3

13.9

16.0

23.3

12.2

25.4

9.2

5.8

12.9

14.6

47.4

1.3

3.9

6.0

5.9

0.6

1.7

1.3

0.9

1.2

0.6

1.3

0.4

3.0

4.9

10.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

原価計算に基づいた運賃設定(n=533)

国による標準運賃の設定(n=534)

国による下限運賃の設定(n=531)

下限運賃・変更命令審査(n=527)

附帯作業・高速代別立て(n=528)

交渉スキルの向上(n=525)

書面化の推進(n=531)

荷主による取引先の法令遵守状況の確認(n=529)

取引先が無理を言わなくなる(n=517)

新規事業者のチェックを厳しくする(n=511)

法令遵守できない業者への取締り等強化(n=530)

過剰に安く請け負う業者がいなくなる(n=535)

業界の下請多層化構造がなくなる(n=526)

業界の下請を3次等に制限する(n=529)

その他(n=137)

とても効果あり 効果あり 少し効果あり 全く効果なし 逆に支障あり
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Ⅳ．料金・運賃収受「全般」
３．特に効果的な運賃・料金収受方法

【対象者：回答のあった回答者】
Ｑ50：特に効果的なものを３つ選んでください。（複数回答）

Ｑ50 特に効果的な収受方法

80

63

27

140

35

10

11

9

17

15

37

46

8

10

15

29

55

60

52

64

16

21

15

30

23

51

66

24

10

4

32

34

22

50

51

18

28

22

33

29

56

79

28

26

7

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

原価計算に基づいた運賃設定

国による標準運賃の設定

国による下限運賃の設定

下限運賃・変更命令審査

附帯作業・高速代別立て

交渉スキルの向上

書面化の推進

荷主による取引先の法令遵守状況の確認

取引先が無理を言わなくなる

新規事業者のチェックを厳しくする

法令遵守できない業者への取締り等強化

過剰に安く請け負う業者がいなくなる

業界の下請多層化構造がなくなる

業界の下請を3次等に制限する

その他

1番目

2番目

3番目

（件）
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Ⅳ．料金・運賃収受「全般」
４．特に支障がある方法

【対象者：「支障あり」を1つでも選択した回答者】
Ｑ51：特に支障がある方法を２つまでご回答ください。（複数回答）

Ｑ51 特に支障がある方法

1.1

3.1

4.4

2.9

0.4

1.5

1.3

0.6

0.4

0.2

0.9

0.4

2.4

3.3

0.4

0% 1% 2% 3% 4% 5%

原価計算に基づいた運賃設定

国による標準運賃の設定

国による下限運賃の設定

下限運賃・変更命令審査

附帯作業・高速代別立て

交渉スキルの向上

書面化の推進

荷主による取引先の法令遵守状況の確認

取引先が無理を言わなくなる

新規事業者のチェックを厳しくする

法令遵守できない業者への取締り等強化

過剰に安く請け負う業者がいなくなる

業界の下請多層化構造がなくなる

業界の下請を3次等に制限する

その他

（複数回答,n=545）
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Ⅴ．「適正取引推進に係る」各ガイドライン
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Ⅳ．適正取引推進に係る各種ガイドライン
１．各種ガイドラインの認知・活用

【対象者：全員】
Ｑ52：「トラック運送業における書面化推進ガイドライン」、「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」、「トラック運送業における燃料

サーチャージ緊急ガイドライン」を知っていますか。（単回答）
【対象者：上記設問で「知っている」と回答した回答者】
Ｑ53：ガイドラインを活用していますか。（単回答）

Ｑ52 ガイドラインの認知

Ｑ53 ガイドラインの活用

72.9

69.2

68.2

27.1

30.8

31.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

書面化推進ガイドライン(n=536)

下請・荷主適正取引ガイドライン(n=530)

サーチャージ緊急ガイドライン(n=532)

知っている 知らない

47.7

54.6

36.1

52.3

45.4

63.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

書面化推進ガイドライン(n=365)

下請・荷主適正取引ガイドライン(n=367)

サーチャージ緊急ガイドライン(n=363)

活用している 活用していない

（次項Ｑ５５参照）（次項Ｑ５４参照）
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Ⅴ．「適正取引推進に係る」各ガイドライン
２．各種ガイドラインの活用状況

【対象者：「活用している」と回答した回答者】
Ｑ54：何に活用していますか。（単回答）
【対象者：「活用していない」と回答した回答者】
Ｑ55：なぜ活用していないのですか。（単回答）

Ｑ54 活用しているもの Ｑ55 活用していない理由

40.2

70.1

23.0

1.1

38.0

70.7

20.7

0.5

28.1

76.9

22.3

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

社内周知、研修等の

社員教育に活用

取引先との交渉・

契約時等に引用

取引先との交渉・契約時に

「契約相手」に提示

その他

書面化推進ガイドライン(n=174)
下請・荷主適正取引ガイドライン(n=184)
サーチャージ緊急ガイドライン(n=121)

36.6

22.0

18.8

24.1

40.5

18.3

21.6

21.6

32.2

11.7

23.8

35.5

0% 20% 40% 60% 80%

必要性を感じないから

内容がわかりづらいから

内容が使いにくいから

その他

書面化推進ガイドライン(n=191)
下請・荷主適正取引ガイドライン(n=153)
サーチャージ緊急ガイドライン(n=214)


